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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 球 が 流 下 可 能 な 遊 技 領 域 に 、 遊 技 球 が 転 動 可 能 な 転 動 遊 技 領 域 を 有 す る 遊 技 部 材 を
備 え 、
　 前 記 転 動 遊 技 領 域 に は 、 左 右 方 向 へ 並 行 し て 延 在 す る 手 前 側 の 第 １ 転 動 部 と 奥 側 の 第 ２
転 動 部 と が 設 け ら れ る と と も に 、 前 記 第 １ 転 動 部 及 び 第 ２ 転 動 部 の 左 右 方 向 に お け る 両 端
部 の 少 な く と も 一 方 に お い て 、 前 記 第 １ 転 動 部 か ら 第 ２ 転 動 部 へ と 遊 技 球 を 誘 導 可 能 な 補
助 転 動 部 が 前 記 両 転 動 部 に 連 通 す る よ う に 設 け ら れ 、
　 前 記 第 １ 転 動 部 と 第 ２ 転 動 部 と の 境 界 部 の 一 区 間 に は 、 前 記 補 助 転 動 部 に 隣 接 し て 前 記
両 転 動 部 を 仕 切 る 規 制 部 が 突 設 さ れ 、
　 前 記 規 制 部 は 、 前 記 第 １ 転 動 部 に 面 す る 前 壁 面 と 、 前 記 第 ２ 転 動 部 に 面 す る 背 壁 面 と を
有 し 、
　 前 記 前 壁 面 側 に お け る 当 該 壁 面 の 周 縁 の 少 な く と も 一 部 に は 、 少 な く と も 前 記 第 １ 転 動
部 を 転 動 す る 遊 技 球 が 当 接 可 能 な 部 分 に お い て 、 前 記 補 助 転 動 部 側 の 端 部 に 向 か っ て 前 記
前 壁 面 側 か ら 背 壁 面 側 に 向 か う 方 向 へ 傾 斜 し た 特 定 傾 斜 面 が 連 設 さ れ 、
　 前 記 補 助 転 動 部 は 、 前 記 規 制 部 の 特 定 傾 斜 面 に 略 対 向 し た 一 側 壁 部 を 有 し 、
　 当 該 側 壁 部 の 壁 面 は 、 前 記 補 助 転 動 部 に 向 け て 転 動 し て く る 遊 技 球 の 進 路 を 狭 め て い く
よ う に 左 右 方 向 に 対 し て 傾 斜 す る よ う 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 規 制 部 は 、 略 平 板 形 状 を な し 、 そ の 周 縁 部 は 前 記 特 定 傾 斜 面 が 設 け ら れ て い る こ と
に よ り 先 細 り し て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 第 １ 転 動 部 に お い て 、 遊 技 球 が 前 記 前 壁 面 方 向 へ 向 か う 動 き を 規 制 さ れ つ つ 当 該 前
壁 面 に 沿 っ て 転 動 し 、 前 記 特 定 傾 斜 面 が 設 け ら れ て い る 箇 所 に お い て は 、 当 該 規 制 が な く
な り 当 該 特 定 傾 斜 面 に 沿 っ て 転 動 す る よ う 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は
２ に 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ４ 】
　 遊 技 球 が 流 下 可 能 な 遊 技 領 域 に 、 遊 技 球 が 転 動 可 能 な 転 動 遊 技 領 域 を 有 す る 遊 技 部 材 と
、 遊 技 球 の 入 賞 を 許 容 す る 入 賞 手 段 と を 備 え 、
　 前 記 転 動 遊 技 領 域 に は 、 左 右 方 向 へ 並 行 し て 延 在 す る 手 前 側 の 第 １ 転 動 部 と 奥 側 の 第 ２
転 動 部 と が 設 け ら れ る と と も に 、



　 前 記 第 １ 転 動 部 及 び 第 ２ 転 動 部 の 左 右 方 向 に お け る 両 端 部 の 少 な く と も 一 方 に お い て 、
前 記 第 １ 転 動 部 か ら 第 ２ 転 動 部 へ と 遊 技 球 を 誘 導 可 能 な 少 な く と も １ つ の 補 助 転 動 部 が 前
記 両 転 動 部 に 連 通 す る よ う に 設 け ら れ 、
　 前 記 第 ２ 転 動 部 に は 、 前 記 入 賞 手 段 に 向 け て 前 記 遊 技 球 を 導 出 可 能 な 導 出 部 が 設 け ら れ
、
　 前 記 第 １ 転 動 部 と 第 ２ 転 動 部 と の 境 界 部 の 一 区 間 に は 、 前 記 両 転 動 部 を 仕 切 る 少 な く と
も １ つ の 第 １ 規 制 部 及 び 第 ２ 規 制 部 が 突 設 さ れ 、
　 前 記 各 規 制 部 は 、 前 記 第 １ 転 動 部 に 面 す る 前 壁 面 と 、 前 記 第 ２ 転 動 部 に 面 す る 背 壁 面 と
を そ れ ぞ れ 有 し 、 前 記 両 壁 面 の 少 な く と も 一 方 に お け る 当 該 壁 面 の 周 縁 の 少 な く と も 一 部
に は 、 少 な く と も 前 記 第 １ 転 動 部 又 は 第 ２ 転 動 部 を 転 動 す る 遊 技 球 が 当 接 可 能 な 部 分 に お
い て 、 当 該 壁 面 に 対 し て 傾 斜 し た 特 定 傾 斜 面 が 連 設 さ れ 、
　 前 記 第 １ 規 制 部 は 、 少 な く と も 前 記 前 壁 面 側 に 前 記 特 定 傾 斜 面 を 備 え る と と も に 、 前 記
補 助 転 動 部 に 隣 接 し て お り 、 前 記 特 定 傾 斜 面 の 少 な く と も 一 部 が 前 記 補 助 転 動 部 側 の 端 部
に 向 か っ て 傾 斜 す る よ う に 構 成 さ れ 、
　 前 記 補 助 転 動 部 は 、 前 記 第 １ 規 制 部 の 特 定 傾 斜 面 に 略 対 向 し た 一 側 壁 部 を 有 し 、 当 該 側
壁 部 の 壁 面 は 、 前 記 補 助 転 動 部 に 向 け て 転 動 し て く る 遊 技 球 の 進 路 を 狭 め て い く よ う に 左
右 方 向 に 対 し て 傾 斜 す る よ う 構 成 さ れ 、
　 前 記 第 １ 規 制 部 と 前 記 第 ２ 規 制 部 と の 隙 間 を 介 し て 、 前 記 第 ２ 転 動 部 か ら 前 記 第 １ 転 動
部 へ と 遊 技 球 を 導 出 可 能 に 構 成 さ れ 、
　 前 記 第 ２ 規 制 部 は 、 少 な く と も 前 記 背 壁 面 側 に 前 記 特 定 傾 斜 面 を 備 え る と と も に 、 前 記
導 出 部 に 隣 接 す る よ う に 設 け ら れ 、 左 右 方 向 に お け る 前 記 導 出 部 側 と 反 対 側 の 端 部 又 は 端
部 近 傍 に 前 記 特 定 傾 斜 面 が 設 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 各 規 制 部 は 、 略 平 板 形 状 を な し 、 そ の 周 縁 部 は 前 記 特 定 傾 斜 面 が 設 け ら れ て い る こ
と に よ り 先 細 り し て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ に 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 第 １ 転 動 部 に お い て 、 前 記 遊 技 球 が 前 記 前 壁 面 方 向 へ 向 か う 動 き を 規 制 さ れ つ つ 当
該 前 壁 面 に 沿 っ て 転 動 し 、 前 記 特 定 傾 斜 面 が 設 け ら れ て い る 箇 所 に お い て は 、 当 該 規 制 が
な く な り 当 該 特 定 傾 斜 面 に 沿 っ て 転 動 す る よ う 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４
又 は ５ に 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 遊 技 部 材 は 、 識 別 情 報 を 変 動 表 示 可 能 な 可 変 表 示 装 置 の 周 囲 を 囲 む セ ン タ ー フ レ ー
ム に よ っ て 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ６ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。
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